
住まいに関する支援制度一覧

市町村名：板倉町　　　　　　　　　　

区分 事業名称 融資・助成の対象となる（工事）内容 対象（者）要件 限度額
融資利率

（利子補給の場合は
利子補給率）

融資期間 申請/募集時期 募集枠 担当課
電話番号

（申込・問合せ先）
ＨＰ掲載（リンク先） その他

住宅の新築に関する融資等
(勤労者住宅資金等)

融資 勤労者住宅建設資金融資制度
町内の勤労者に住宅の敷地の取得及び住宅の建設、並びに取得に必
要な資金を融資

町内に居住又は勤務先を有する勤労者であって、町内に自己の
居住する住宅の敷地を取得し、及び住宅の建築又は取得しよう
とするかた

５００万円以内 年3.6％
２０年以内

※最終返済年
齢６５歳

産業振興課
商工観光係

0276-82-6139
www.town.itakura.gunma.jp/c
ont/s021000/d021010/2017

1109141150.html

ﾘﾌｫｰﾑ資金
(重度身体障害者（児）
住宅改造費助成制度等）

助成 障害児（者）住宅改造費補助事業
重度の身体障害を有する障害者及び当該障害者と世帯を同一にする
かたが、住宅設備を当該障害者に適するように改造する場合、その改
造に要する費用の一部を補助する。

補助対象者は次のいずれにも該当するかた。
１．町内に居住し、住民基本台帳に記録されているかた。
２．身体障害者手帳の交付を受けているかた。
３．下肢又は体幹の障害で１級若しくは２級のかた、又は下肢及
び体幹の重複障害で１級若しくは２級のかた、又は視覚の障害で
１級のかた、又は上肢の障害で１級若しくは２級のかた（ただし、
両上肢ともに４級以上の障害のあるかた）
４．当該年度の町民税所得割額１６万円未満の世帯に属する
者。ただし、当該年度の町民税が確定していないときは、前年度
の所得割額とする。

５０万円 工事着手前
福祉課

社会福祉係
0276-82-6133

https://www.town.itakura.gun
ma.jp/index.html

合併処理浄化槽設置費 助成
板倉町浄化槽設置整備事業費補

助金

１０人槽以下の浄化槽の設置、又は既存単独処理浄化槽等から浄化
槽への転換設置（住宅の新築、増築、改修及び移転に伴う転換設置
は除く。）
※地域指定有り、要問い合わせ

設置者

5人槽：198,000円
6～7人槽：256,000円
8～10人槽：340,000円
※転換設置の場合は、各
限度額に50,000円を加え

た額

工事着手前
住民環境課
環境下水道係

0276-82-6132
https://www.town.itakura.gun
ma.jp/cont/s010000/d01001
0/20170331155504.html

太陽光発電設備設置費 助成
板倉町住宅用太陽光発電システム

設置補助金
平成２２年４月１日以降に住宅用太陽光発電システムを設置する場合
（売電契約が必要）

平成２２年４月１日以降に自宅（店舗併用住宅含む）に太陽光発
電システムを設置するかたで次の要件を満たしていること。
１．住民基本台帳に記載されていること。
２．町税及び国民健康保険税に延納がないこと。

１ｋｗ当たり２５，０００円
（４Ｋｗ上限）

先着順
住民環境課
環境下水道係

0276-82-6132
https://www.town.itakura.gun
ma.jp/index.html

耐震診断費 助成 木造住宅耐震診断者派遣事業

板倉町内木造住宅で次の（１）～（３）のいずれにも該当するものに対し
耐震診断者を派遣し耐震診断を行う。
（１）昭和５６年５月３１日以前に着工された一戸建ての住宅又は併用
住宅
（住宅部分の床面積が２分の１以上のもの）
（２）平屋建て又は２階建てのもの
（３）在来軸組工法によって建築されたもの

１．派遣対象住宅の所有者
２．町税の滞納がないかた
３．これまでに派遣を受けていないかた

無料
※診断者への交通費とし
て１，０００円を自己負担

先着順
令和5年9月28日

（金）まで
2件

都市建設課
計画管理係

０２７６－８２－6151
http://www.town.itakura.gun
ma.jp/cont/s023000/d02301
0/taishinshindan.html

耐震改修費 助成 木造住宅耐震改修補助金

板倉町内木造住宅で次の（１）～（４）のいずれにも該当するものが耐震
改修工事を実施する場合、耐震補強設計に基づく耐震補強工事費用
の一部を助成する。
（１）昭和５６年５月３１日以前に着工された一戸建ての住宅又は併用
住宅
（住宅部分の床面積が２分の１以上のもの）
（２）平屋建て又は２階建てのもの
（３）在来軸組工法によって建築されたもの
（４）耐震診断の結果、倒壊する可能性がある又は高いと診断されたも
の

１．補助対象の建築物を所有し、その建築物に居住するかた
２．町税の滞納がないかた
３．これまでにこの補助金の交付を受けていないかた

100万円
※要した費用の5分の4以

内

先着順
令和5年9月28日

（金）まで
1戸

都市建設課
計画管理係

0276-82-6151
http://www.town.itakura.gun
ma.jp/cont/s023000/d02301
0/taishinkaishu.html

その他 助成 板倉町住宅リフォーム支援事業
補助の対象となる工事は次に該当する場合である。
（１）工事に要する経費が２０万円以上であること。
（２）町内の施工業者による施工であること。

（１）本町に居住し、本町の住民基本台帳に記載されているかた
（２）町税の滞納がないかた
（３）これまでに本町の他の制度による住宅の改造及び補修に係
る補助金等の交付を受けていないかた又は令和2年度以降に本
事業による補助金交付額が10万円に満たなかったかた

１０万円
※限度額に達するまで何

度でも申請可能。
工事着工前

産業振興課
商工観光係

0276-82-6139
https://www.town.itakura.gun
ma.jp/cont/s021000/d02101
0/20160408130219.html

その他 助成 板倉町住宅取得支援事業

補助金交付の対象となる住宅は、次の（１）～（６）のいずれにも該当す
るものとする。
（１）新築住宅（注文住宅・建売住宅）又は中古住宅
（２）玄関、台所、トイレ及び浴室を備えた住宅
（３）現行の耐震基準に適合していることを照明できる住宅（昭和５６年
６月１日以降の確認済証若しくは確認済証明書があるもの又は耐震診
断を受けて上部構造評点が１．０未満と診断された住宅について、上
部構造評点１．０以上とする耐震改修工事を実施したことを証明できる
住宅）
（４）建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）及び関係法令に適合して
いる住宅
（５）工事請負契約により取得する住宅にあっては、請負契約締結日が
平成２７年４月１日以降であること。
（６）不動産売買契約により取得する住宅にあっては、売主が宅地建物
取引業者である又は宅地建物取引業者が仲介し、売買契約締結日が
平成２７年４月１日以降であること。

補助金を受けることができる者は、次の（１）～（６）のいずれにも
該当するかた。
（１）板倉町に転入した、又はこれから転入し、住宅を建築又は購
入したかた（申請できる期間は、転入日から１年以内）
（２）転入日から前２年間は板倉町に住んでいないかた
（３）取得した住宅に、申請年度末までに住民票を異動するかた
（４）取得した住宅の所有者で、５年以上継続して住むかた
（５）取得する住宅に住む全員が、町税等に未納のないかた
（６）この補助金を初めて受けるかた

３０万円

先着順
令和5年4月1日

～令和6年3月15日
※板倉ニュータウン
移住支援事業対象

者
令和5年4月1日～
令和6年2月16日

都市建設課
計画管理係

0276-82-6151
https://www.town.itakura.gun
ma.jp/cont/s023000/d02301
0/20150605105743.html
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